鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）
（趣　旨）
第１条  この要綱は、鳥取県企業立地等事業助成条例（平成１５年鳥取県条例第４号。以下「条例」という。）に基づき、情報通信関連雇用事業補助金（以下「本補助金」　という。）の交付について、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（産業の高度化に寄与する業種）
第２条　条例第２条第１項第２号ウ及び同項第３号表中「その他産業の高度化に寄与するものとして知事が要綱で定める業種」は、次のとおりとする。

（１）研究開発型事業　製品の設計開発を行う事業のうち、次の技術に関する具体的な研究・開発計画を有し、これを実行するための組織及び設備等の研究開発体制が整備されており、かつ、全従業員に占める技術者、デザイナー又は科学技術に関する研究者の割合が２０パーセント以上であるものについて市町村長との協議に基づき、あらかじめ知事が選定した事業とする。

　　ア　既存の技術の要素（自らが開発したものであるかどうかを問わない。以下同じ。）に、自らが新たに開発する技術の要素を付加する技術

　　イ　既存の技術の要素に、これまで当該技術の要素に付加されたことがない他の既存の技術の要素を付加する技術

（２）インターネット附随サービス業

（補助事業の認定）
第３条　本補助金の交付を受けようとする者は、条例第２条第１項第３号に規定する情報通信関連雇用事業（以下「補助事業」という。）について、知事に申請し、最初の情報通信関連雇用事業の開始の日（以下「補助事業の開始日」という。）までに条例第２条第１項第３号の知事の認定（以下「事業認定」という。）を受けなければならない。
２　前項の事業認定の申請は、様式第１号により行わなければならない。
３　知事は、事業認定をしたときは、その旨を様式第２号により通知するものとする。
 （事業認定の辞退）
第４条　事業認定を受けた者（以下「認定企業」という。）は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を様式第３号により知事に届け出なければならない。
（１） 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
（２） 補助事業の要件を満たさなくなることが明らかになったとき。
２　知事は、前項の規定による届出があったときは、事業認定を取り消し、その旨を認定企業に通知するものとする。
（事業認定の変更）
第５条　認定企業は、補助事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、知事に申請をして、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
（１）事業所の立地場所及び事業の変更
（２）１年間（補助事業の開始日から１年とする。なお、翌年以降は、補助事業の開始日から１年を経過した日の翌日から１年とする。以下同じ。）の補助金の対象となる経費の２割を超える変更
２　前項の規定による承認（以下「認定変更承認」という。）の申請は、様式第４号により行わなければならない。
３　知事は、認定変更承認をしたときは、その旨を様式第５号により通知するものとする。
（交付申請の時期等）
第６条　本補助金の交付申請は、認定企業が補助事業の開始日から１年を経過した後速やかに、当該１年の間の補助対象経費の実績を申請するものとし、２年目以後も同様とする。なお、要件を満たさない年度についてはこれを除く。
２　規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号に掲げる書類は、様式第７号によるものとする。
３　規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）事業所の事業概要を明らかにした書類
（２）収支計算書又はこれに準ずる書類
（３）補助対象経費を証する契約書及び領収書等の書類の写し
（４）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に規定する労働者名簿の写し

（５）第３条第３項及び第５条第３項の規定による通知の写し

（交付決定の時期等）
第７条　補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定と併せて行うこととし、交付申請を受けた日から、原則として３０日以内に行うものとする。
２　補助金の交付決定通知は、様式第６号によるものとする。
（実績報告の時期等）
第８条　規則第１７条第１項の規定による報告は、規則第５条の交付申請書の提出を以って、報告があったものとみなす。
２　削除
第９条　削除
（提出書類の部数等）
第１０条　規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類は、正本１部とする。
（事業継続努力義務期間内の休止等の事前協議）
第１１条  条例第４条に定める期間内に当該操業等を休止又は廃止（倒産の場合は除く。）及び事業の縮小等に伴う雇用調整をしようとするときは、あらかじめ理由、予定日、その他解雇者数、対応方針などを様式第８号により知事に届け出て、操業等の休止等に関する協議を行うものとする。
（事業継続努力義務期間内の事業状況報告）
第１２条　条例第５条に定める報告は、条例第４条の表の第２項の右欄に定める期間内において、毎年、１０月１日時点の同表の中欄に定める事業に係る状況を様式第９号により知事に報告するものとし、条例第５条中「知事が要綱で定める事項」とは、様式第９号に掲げる事項とする。
（雑　則）
第１３条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、鳥取県商工労働部長が別に定める。
附　則
１  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。
（この要綱の失効）
２  この要綱は平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。
３  この要綱の失効の日以前にこの要綱による認定を受けた情報通信関連企業立地等補　助事業の手続は、この要綱の失効後も、なお、その効力を有する。
（鳥取県情報通信関連企業立地促進補助金交付要綱の廃止）
４  鳥取県情報通信関連企業立地促進補助金交付要綱（平成１４年４月１日付産開第４号鳥取県商工労働部長通知。以下「旧要綱」という。）は、平成１５年４月１日限り廃止する。
（経過措置）
５  この要綱の施行日以前に旧要綱の規定により知事がした認定、承認その他の処分又　は通知その他の行為は、この要綱の施行後は、この要綱の相当規定に基づく知事の認定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
６　この要綱の施行の際、現に旧要綱の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この要綱の施行後は、この要綱の相当規定に基づく申請、届出その他の行為とみなす。
７　この要綱の施行の際、旧要綱の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この要綱の施行日以前にその手続がされていないものについては、この要綱の施行後は、この要綱の相当規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなしてこの要綱の規定を適用する。
附　則
　この要綱は、平成１６年４月６日から施行し、同日以降に工場等の操業を開始する企業に対する補助金から適用する。

附　則
　この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、同日以降に事業を開始する企業に対する補助金から適用する。
附　則
　この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
附　則　

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。

様式第１号（第３条関係）
                                                  平成　　年    月     日　
   鳥取県知事   　　　　　    様
                                   申請者  所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
鳥取県情報通信関連雇用事業補助金事業認定申請書
  補助事業の認定を受けたいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日産開第２４号鳥取県知事通知）第３条第２項の規定により関係書類を添えて申請します。
記
１　事業所の名称  
２　事業所の立地場所
３　事　　業
４　補助事業の開始予定年月日
５　補助事業対象経費（計画）                     　　          　　　　　　　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	専用通信回線使用料
	
	
	
	
	
	

	借　　室　　料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

６　常時雇用労働者等の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	
	
	
	
	


（添付書類）
  （１）事業所の概要を明らかにした書面及び図面　　（２）資金計画書
  （３）定款及び登記簿謄本　  （４）決算書（最新決算年度）
様式第２号（第３条関係）
第　　　　   　　　 号　
平成　　年　　月　　日　
    　　　　　　　　　  様
　                                    　　　  鳥取県知事　
鳥取県情報通信関連雇用事業補助金事業認定通知書
  平成　年　月　日付けで申請のあったこのことについては、下記のとおり補助事業の認定をしたので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日産開第２４号鳥取県知事通知）第３条第３項の規定により通知します。
記
１　事業所の名称  
２　事業所の立地場所
３　事　　業
　　　　
４　５年間の補助事業対象経費（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	専用通信回線使用料
	
	
	
	
	
	

	借　　室　　料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
５　常時雇用労働者等の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	
	
	
	
	


　      　　　　　
様式第３号（第４条関係）
                                              　　　平成　　年　　月　　日
   鳥取県知事　　　　　　    様
                                  　届出者 所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
鳥取県情報通信関連雇用事業補助金事業認定辞退届
  平成　年　月　日付　第　　　号で通知のあった事業認定を下記の理由により辞退したいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日産開第２４号鳥取県知事通知）第４条第１項の規定により届け出ます。
記
辞退の理由
（添付書類）
    事業認定通知書の写し
様式第４号（第５条関係）
                                                    平成　　年    月     日　
  鳥取県知事  　　　     様
                                   申請者  所 在 地
                                           企 業 名
                                           代表者名                          印
鳥取県情報通信関連雇用事業補助金事業認定変更承認申請書
   平成　年　月　日付第　　　号で通知のあった事業認定に係る補助事業について、下記の変更をしたいので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日産開第２４号鳥取県知事通知）第５条第２項の規定により関係書類を添えて申請します。
記
１　事業所の名称
     変更前
     変更後
２  事業所の立地場所
     変更前
     変更後
３　業種（具体的な事業内容）
     変更前
     変更後
４　補助事業の開始予定年月日
５　補助事業対象経費（計画）   　                    　　　  　　　　　     　（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	専用通信回線使用料
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	借室料
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	計
	変更前
	
	
	
	
	
	

	
	変更後
	
	
	
	
	
	

	
	差　引
	
	
	
	
	
	


（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。

６　常時雇用労働者等の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	
	
	
	
	


　                                                       
（添付書類）                                         
  （１）事業所の概要を明らかにした書面及び図面　　（２）資金計画書 
  （３）事業認定通知書の写し
様式第５号（第５条関係）
第　　　　  　　　  号　
平成　　年　　月　　日　
　  　　　　　　　　   様
　                                    　　　　　  鳥取県知事　
鳥取県情報通信関連雇用事業補助金事業認定変更承認通知書
  平成　年　月　日付けで申請のあったこのことについては、平成　年　月　日付第　　号で通知した事業認定に係る補助事業を下記のとおり変更することを承認したので、鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日産開第２４号鳥取県知事通知）第５条第３項の規定により通知します。
記
１　事業所の名称  
２　事業所の立地場所
３　事　　業
４　５年間の補助事業対象経費
（単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	専用通信回線使用料
	
	
	
	
	
	

	借　　　室　　　料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
５　常時雇用労働者等の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	
	
	
	
	


様式第６号（第７条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　○　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　
鳥取県情報通信関連雇用事業補助金交付決定及び交付額確定通知書
　平成　　年　　月　　日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県情報通信関連雇用事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１８条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し、併せて交付額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。
記
１　補助事業
　本補助金の補助事業の内容は、申請書に記載されているとおりとする。
２　交付決定額等
　本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。
　（１）算定基準額（実績報告対象期間（１年間）の回線使用料及び借室料）
　　　　 金　             　　　 円
　（２）交付決定額
　　　　 金　　　　　　　　　　　円
　なお、本補助金の確定額は、交付決定額のとおりとする。
３　経費の配分
　　本補助金の補助対象経費の配分は、申請書に記載されているとおりとする。
４　補助規定の遵守
　本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行、営業の継続等については、鳥取県企業立地等事業助成条例、規則及び鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日付産開第　　　号鳥取県知事通知）の規定に従わなければならない。
  なお、上記に違反した場合は、規則第２１条の規定により本補助金を取り消すことがある。
　この場合において、規則第２２条の規定により本補助金の返還を命ぜられた場合は、該当金額を返還しなければならない。
様式第７号（第６条関係）
情報通信関連雇用事業概要書
１  実施期間      平成　　年     月    日　～  平成　　年     月    日
２　事業所の名称
３  事業所の立地場所
４　事　　業
５　補助事業の開始年月日
６　補助事業対象経費      　　 　　　　
                                                　　　                 （単位：千円）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年
	計

	専用通信回線使用料
	
	
	
	
	
	

	借室料
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	


　　（注）金額は、すべて消費税を除いた額で、千円未満を切り捨て千円単位で記入すること。
７　常時雇用労働者等の人数（計画）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	
	１年
	２年
	３年
	４年
	５年

	常時雇用労働者数
	
	
	
	
	


（添付書類）
（１）事業所の事業概要を明らかにした書類
（２）収支計算書又はこれに準ずる書類
（３）各月別の常時雇用者数の状況を明らかにした書類
（４）補助対象経費を証する契約書及び領収書等の書類の写し
（５）労働者名簿の写し
（６）事業認定通知書及び認定変更承認通知書の写し

様式第８号（第１１条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　鳥取県知事　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　
鳥取県情報通信関連雇用事業操業等休止（廃止・変更）届出書
　鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日付産開第２４号鳥取県知事通知）第１１条の規定により、補助金の交付に係る事業等を休止（廃止、変更）する予定ですので届け出ます。
記
１　事業所の名称
２　事業所の立地場所
３　休止等を予定している事業
４　補助金の概要
(1)
交付決定年月日
  (2)交付金額
５　休止（廃止、変更）の概要
(1)
予定時期
(2)
理　　由
６
解雇、一時帰休又は希望退職募集の概要
(1)
予定時期
(2)
人　　数
(3)
対応方針
７　その他
様式第９号（第１２条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（番　　　号）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　鳥取県知事　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印
情報通信関連雇用事業の実施に係る状況についての報告書
　鳥取県企業立地等事業助成条例施行要綱（鳥取県情報通信関連雇用事業補助金）（平成１５年４月１日付産開第２４号鳥取県知事通知））第１２条の規定により、　　　年１０月１日時点の事業の状況を報告します。
（１）補助事業の内容、業種・業態変更の有無               有　　　・　　　無
       有の場合は、その内容と理由を記入してください。

（２）雇用状況について
	区　　　　　分
	常時雇用者数

	 交付決定時点の常時雇用労働者数  （　　　　年　　月　　日時点）
	人　

	 現在の常時雇用労働者数           （　　　　年１０月　１日時点）
	人　

	 その他の労働者の状況　　非常時雇用労働者数　　　　　　　人
                         派遣労働者数                　　人
	

	 現在と交付決定時点の常時雇用労働者数との増減数
	人　


  　　現在の常時雇用労働者数が、交付決定時の常時雇用労働者数を下回っている場合、その理由と今後の対応を記入してください。
理　　　由

今後の対応

